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牛若では、社会の持続可能な成⾧に貢献することを目的に、CSR（企業の社会的責任）への取り組みを、
お取引先様と協力してサプライチェーン全体に拡げるCSR調達を推進しています。
また、この取り組みを通じて、当社とお取引先様双方の企業価値を向上させることも目指しています。
本ガイドラインは、下記の「調達基本方針」と「CSR調達基準」から構成されています。

調達基本方針
牛若で調達活動に関わるすべての従業員が基本とする方針です。

・すべてのお取引先様に対して公平に窓口を開放します。
・国内外の諸法規を遵守し、企業倫理に基づいた公正な取引を行います。
・調達活動を通じて得た情報は厳格に管理します。
・環境保全と環境への負荷軽減に努めます。
・市場ニーズに応えるためQCD（品質、コスト、供給）を追求します。
・お取引先様との相互協力と信頼関係の構築に努めます。
・CSR への取り組みをサプライチェーン全体で推進します。

CSR調達基準
お取引先様にお願いする事項です。この基準を満たしていただくとともに、本ガイドラインの内容を
上流のサプライチェーンへ展開させるため、本ガイドラインもしくはお取引先様が持つ同様のガイド
ラインを、さらに次のお取引先様へ通知いただくことが、取引の原則です。

1）製品の品質維持向
上

適切な品質管理、品質保証体制を構築し、求められる品質を維持す
るとともに、常に品質の向上に努める。

2）製品の適正価格 市場競争力のある適正な価格で、原材料・設備・サービスなどを継
続的に提供する。

3）製品の安定供給 常に原材料・設備・サービスの安定的な供給に努めるとともに、不
測の事態においてもそれらを供給できる対策を講じる。

4）製品の安全 有害化学物質の管理や製品の安全等に関わる法令・基準を遵守し、
製品の使用者や消費者の健康、安全の確保に努める。また、製品の
安全に関する調査結果などは漏れなく提供する。

5）情報の管理 事業に関わる秘密情報、個人情報は適切に管理、保護し、それらを
不正、不当に利用したり漏洩しないようにする。また、コンピュー
タネットワーク上の脅威への対策と体制を構築する。

6）コンプライアンス 各国・地域の法令並びに国際条約や社会規範を遵守し、企業倫理に
基づいた事業活動を行う。

7）公正な事業活動 自由な競争を阻害する行為や不正な競争行為などを行わず、公正な
事業活動を推進する。

8）知的財産権の保
護・尊重

製品やサービスの開発、生産、販売など事業活動を行う場合には、
第三者の知的財産権を侵害しない。

9）社内通報制度し通
報者の保護

通報者の秘密及び保護が保証される社内通報制度の仕組みを構築す
るとともに、通報による報復をされないことを従業員に周知する。

10）情報の開示 法令により開示が定められた事業活動の内容、経営状況（財務状
況、業績）及びリスクに関わる情報については、適時・適切に開示
する。また、法令に定めのないものについても、取引の継続に影響
を及ぼす、または、及ぼすおそれのある場合は、速やかに情報提供
を行う。
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1）人権 企業活動に関係するすべての人の人権を尊重する。また、自らの活
動が直接的・間接的に人権を侵害することがないようにする。

(1)強制労働禁止
脅迫や抑留などによる強制労働を行わない。

(2)児童労働禁止
15歳（現地の法令により許容されるとしても14歳）に満たない
者を雇用しない。なお、現地の法令において最低就労年齢や義務
教育の修了年齢がさらに高い年齢に定められている場合は、その
年齢に満たない者を雇用しない。
また、18歳未満の従業員については特に健康と安全を確保し、危
険な仕事に従事させない。

(3)差別禁止
採用、育成、評価、処遇などにおいて人種、国籍、宗教、年齢、
障がいの有無、性別、配偶者の有無、性的指向などに基づく差別
を行わない。

(4)ハラスメント行為禁止
他者に対する発言・行動等が本人の意図に関係なく、相手を不快
にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与え
るような行為をしない。

(5)労働者が保有する権利尊重
労使の交渉などに関して、労働者が保有する権利を認識し、尊重
する。また、労使が効果的なコミュニケーションを取るための機
会を設ける。

(6)労働安全衛生確保
労働環境や、社員寮がある場合にはその社員寮も含めて安全で衛
生的な環境を確保する。また、潜在的な事故を防止するための教
育や対策などを講じるとともに、事故発生時への備えを講じる。

(7)適切な賃金支払い
現地の法令が定める最低賃金以上の賃金を支払い、時間外労働に
は法令・契約に基づき賃金を支払う。また、賃金に関する条件
や、賃金の明細を情報として労働者に提供する。

(8)適切な労働時間管理
労働時間と休日に関する現地の法令の要求事項を満たす。

(9)雇用の安定への配慮及び雇用主の義務遵守
雇用の安定に配慮するとともに、雇用主としての義務を果たす。

3）環境保全 現地の環境関連法令を遵守するとともに、大気、水質、土壌の汚染
防止に努める。また、資源の使用と排出の継続的な測定・評価を行
い、環境負荷の改善に努める。

4）腐敗防止 贈収賄、汚職、不適切な利益の供与・受領、強要、横領などを禁止
し、これらの行為を防止する。
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